別記様式第10号(第6条関係)
(バルク容器)貯蔵能力1t以上3t未満
	審査項目
	規則該当条項
	基準
	判定

	
	
	
	良
	否

	バルク容器
保安距離
障壁
	19―2―イ
例示2
	・第1種保安物件：16.97m以上、距離不足の場合：障壁の設置
・第2種保安物件：11.31m以上、距離不足の場合：障壁の設置
・厚さ12cm以上の鉄筋コンクリートと同等な構造
	　
	　

	バルク容器
火気までの距離
	19―2―ロ
例示16
	・貯蔵設備の外面から火気取扱施設まで5m以上
・距離不足の場合：高さ2mの耐火性の壁類の設置
	　
	　

	バルク容器
屋根・遮へい板
	19―2―ハ
例示3
	・屋根：屋根組；形鋼、軽量形鋼 、材料；石綿スレート、
　　　　薄鉄板、アルミ板、FRP(1／4屋根面積以下)
・遮へい板：直射日光を遮ること。
　　　　　　材料；厚さ2mm以下と同等
	　
	　

	バルク容器
消火設備
	19―2―ニ
例示5
	・A―4、B―10以上の粉末消火器
・貯蔵能力1tにつき1本以上
	　
	　

	供給管の長さの
変化吸収措置
	18―15
例示31
	・2B以上の直射日光を受ける金属管に適用
・10mにつき0.5m以上の曲がり部の設置
	　
	　

	消費設備に係る
ガス漏れ警報器
	44―1―カ
供給消費告示
12
13
14
	・検知区域内への燃焼器の設置(告示で定めるものを除く。)
・規定の地下室等は、常時監視
	　
	　



